
　農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地

利用の推進を目的としています。許可を受けずに転用し

たり、許可どおりに転用しなかった場合、罰則の適用も

ありますので、農地の無断転用はやめましょう。

　農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定（賃借

権及び使用貸借権）する場合には、農地法に基づく許可

を受けなければなりません。ただし、相続の場合は許可

不要です。また、農地の細分化を防ぐため、農地取得後

の経営面積（借りたり所有している面積の合計）が規定

の面積以上になることが許可条件となっています。

＊南島原市は50アール（口之津町は40アール）

　農地の貸し借りについては、農地法による権利設定の

手続きと農業経営基盤強化促進法による手続きの方法が

あります。

　農業経営基盤強化促進法によれば、農地法の許可は不

要となり、不在地主でも小作地が所有できます。また、

貸借期限が来れば必ず戻りますので安心です。　　　　

　農業委員会は、農地などの利用関係の調整、そ

の他農業全般にわたる問題を農家の創意と自主的

努力によって、総合的に解決していくことを目的

とした、農業および農家の一般的利益を代表する

機関として、法に基づいて設置された行政委員会

です。

　農業者年金は、60 歳未満の国民年金１号被保

険者で年間 60 日以上農業に従事する人は誰でも

加入できます。全国で、多くの方がこの制度に加

入し、また、年金を受給しています。

　他にも農地の相続やあっせん、遊休農地対策な

ど農地に関する様々な相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

農　地　の　転　用農　地　の　転　用

農 地 の 権 利 移 動 と 下 限 面 積農 地 の 権 利 移 動 と 下 限 面 積

農　地　の　貸　し　借　り農　地　の　貸　し　借　り

渡　部　利　徳

（56歳 加津佐町）

江　島　敏　彦

（61歳 南有馬町）

松　尾　孝　明

（60歳 南有馬町）

宮　嵜　和　孝

（53歳 南有馬町）

荒　木　　太郎

（58歳 南有馬町）

松　島　金　重

（61歳  布 津 町）

下　田　　　泉

（56歳  布 津 町）

細　川　俊一郎

（52歳  深 江 町）

末　永　正　之

（54歳 北有馬町）

飛　永　一　義

（59歳 北有馬町）

太　田　義　基

（58歳 北有馬町）

寺　田　健　蔵

（47歳 北有馬町）

酒　井　光　則

（51歳 加津佐町）

山　口　豊　美

（44歳 南有馬町）

松　　　トミ子

（54歳  有 家 町）

山　下　勝　也

（49歳  布 津 町）

志　岐　好　春

（57歳 西有家町）

野　田　直　行

（81歳 北有馬町）

穐　山　　　巖

（68歳 加津佐町）

門　畑　一　郎

（58歳 加津佐町）

農業委員会会長

林　田　雅　昭

（59歳 西有家町）

鳥　居　純　毅

（69歳  有 家 町）

菊　田　秀　喜

（50歳  深 江 町）

小　谷　洋　　

（57歳  有 家 町）

伊　藤　經　治

（69歳  有 家 町）

林　田　元　秋

（53歳  有 家 町）

中　川　繁　憲

（54歳  有 家 町）

増　田　　　篤

（57歳  有 家 町）

本　多　重　元

（70歳 西有家町）

小　川　清　剛

（65歳 西有家町）

一貫坂　　　洋

（50歳 西有家町）

相　川　　　勲

（52歳 西有家町）

近　藤　安　彦

（67歳 西有家町）

安　永　政　好

（57歳 加津佐町）

平　　　光　正

（53歳 口之津町）

田　口　　　慧

（62歳 口之津町）

廣　　　　　克

（47歳  深 江 町）

農業委員会会長
職 務 代 理 者

農業委員会の紹介農業委員会の紹介農業委員会の紹介

農業者年金に加入しましょう農業者年金に加入しましょう農業者年金に加入しましょう

農地を転用や売買などする場合は

許可が必要です

農地を転用や売買などする場合は

許可が必要です

農地を転用や売買などする場合は

許可が必要です

農地を転用や売買などする場合は

許可が必要です

加津佐・口之津地区加津佐・口之津地区 （敬称略）

南  有  馬  地  区南  有  馬  地  区

布 津・深 江 地 区布 津・深 江 地 区

農 協 推 薦農 協 推 薦共 済 推 薦共 済 推 薦土 地 改 良土 地 改 良議 会 推 薦議 会 推 薦議 会 推 薦議 会 推 薦議 会 推 薦議 会 推 薦議 会 推 薦議 会 推 薦

西  有  家  地  区西  有  家  地  区

有　家　地　区有　家　地　区

北  有  馬  地  区北  有  馬  地  区 （敬称略）
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